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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（１）市区町村によ
る地域のニーズに
応じた保育提供体
制の確保

①地域の課題に応じたきめ細やかな待機児童対策
〇地域の課題に適時に対応し、待機児童が発生しない体制を確保する。
・各自治体における現状・課題の分析に基づく計画的な施設整備や取組への支援
（施設整備の補助率の嵩上げ、年度途中入所の調整に必要な職員の配置支援等）

・待機児童発生自治体に対する国による個別のヒアリング・対策に係る助言援助

・待機児童対策協議会を活用した支援 等

・保育提供体制の確保のための「実施計画」による財政支援について、「新たな方
向性」のとりまとめに伴い、支援の内容及びその採択要件を見直し【就学前教育・
保育施設整備交付金等（令和７当初予算・見直し）】

・地域分析の手法に関する調査研究【令和７調査研究】
・自治体における地域分析のモデル構築を支援【こども・子育て支援の地域分析の
ためのモデル事業（令和７補正予算・新規）】

・令和７年４月１日時点で待機児童数の多かった17自治体に対し、国による個別の
ヒアリング・対策に係る助言援助を実施

・待機児童対策協議会に参加する自治体が実施する待機児童解消に向けた取組を支
援するための事業について、令和７年度は２自治体で実施【新たな待機児童対策提
案型事業（令和７当初予算・継続）】

・保育所等の利用を希望する方の個々の希望や事情を踏まえた保育ニーズの把握及
び利用調整に係る留意点や工夫を行っている自治体の事例について周知【令和７.
９に事務連絡を発出】

②人口減少地域における保育機能の確保・強化
〇地域分析や支援の強化により、地域における統廃合や規模の縮小、多機能化等の

計画的な取組を促進し、人口減少地域等における持続可能な保育機能の確保を進
める。
・各自治体における現状・課題の分析に基づく計画的な統廃合や多機能化等の取
組への支援（施設整備の補助率の嵩上げ）

・人口減少に対応した公定価格

・地域の実情に応じた多機能化等の取組の促進

・保育提供体制の確保のための「実施計画」による財政支援について、「新たな方
向性」のとりまとめに伴い、支援の内容及びその採択要件を見直し【就学前教育・
保育施設整備交付金等（令和７当初予算・見直し）】（再掲）

・地域分析の手法に関する調査研究【令和７調査研究】
・自治体における地域分析のモデル構築を支援【こども・子育て支援の地域分析の
ためのモデル事業（令和７補正予算・新規）】

・過疎地域等の小規模な施設（利用人数が15人以下の保育所・認定こども園）にお
ける保育の質の確保に係る取組や保育機能の維持・確保に向けた取組を支援する新
たな加算の創設【特別地域保育体制確保対応加算（仮称）（令和８公定価格・新
規）】

・公定価格の定員区分の見直し（60名定員以下について10人刻みから５人刻みとし、
定員と実員の乖離を縮小）（令和７公定価格・見直し）

・人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業を令和７年度は９
自治体で実施。広域的な実施が可能となるよう都道府県を実施主体に追加【人口減
少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業（令和７補正予算・見直
し）】

・３～５歳児のみを対象とする小規模保育事業を創設【令和７児福法一部改正法
（令和８.４施行予定）】

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ １／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（１）市区町村によ
る地域のニーズに
応じた保育提供体
制の確保

・必要な場合に合併・事業譲渡等が進められる環境の整備 等 ・「規制改革実施計画」（令和６年６月21日閣議決定）に基づき、保育所が合併・
事業譲渡等を行う際の手続等に係るガイドラインを作成予定（令和７年度中）

・「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」（令和７年
７月25日）に基づき、地域の実情に応じた既存施設の有効活用等を図るための財
産処分の緩和を検討（経過年数10年未満の全部転用など）

・令和６年人事院勧告における寒冷地手当の見直しに伴う冷暖房費加算の激変緩和
措置（令和７公定価格・令和８継続）

③公定価格における地域区分の見直し（令和６年人事院勧告を踏まえた対応につい
て、他の社会保障分野の動向等も踏まえながら検討）

・令和８年４月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論
する予定

（２）保育提供体制
の強化（職員配置
基準の改善等）

〇保育の安全性と保育の質の確保・向上のため、職員配置基準の改善や、テクノロ
ジーや幅広い人材の活用等、保育の提供体制の強化を進める。
・４・５歳児、３歳児の職員配置の改善の促進

・１歳児の職員配置の改善

・保育の質の確保・向上のための人員配置等の在り方の研究 等

・３歳児の職員配置基準（令和６年度に20：1から15：1に改正）について、改正前
の20：1の配置も認める経過措置期間を令和10年３月31日までとする【府令改正
（令和７年度中）】

・幼稚園、認定こども園における学級編成基準を、令和８年度から１学級当たり原
則「35人以下」から「30人以下」に改正（令和８.４施行予定）【府省令改正（令
和７年度中）】。あわせて、公定価格における学級編成調整加配を見直し（令和８
公定価格・見直し）

・職場環境改善を進めている事業所において１歳児の配置を５：１以上に改善した
場合の新たな加算の創設【１歳児配置改善加算（令和７公定価格・新規）】

・職員配置基準に関する科学的検証の手法を検討するとともに、テクノロジーや幅
広い人材の活用を含め、保育所等の在るべき体制についてエビデンスの収集を進め
るための調査研究を令和６年度から継続して実施【令和６、令和７調査研究】
・令和６年度：保育者の配置基準など構造的な面で参考となりうる国について、
基準策定・見直しの経緯や根拠、保育者の要件、職員組織の職種や役職構造等の
情報を収集・分析

・令和７年度：令和８年度（予定）の配置基準に関する実証研究に向けて、有識
者検討会において実証研究の設計の在り方等を議論

・定員40人以下の保育所及び認定こども園の基本分単価においては、調理員１名
（常勤職員）を配置しているところ、定員21人から40人までの定員規模の施設に、
繁忙時間帯に追加の調理員（非常勤職員）を配置するための費用を追加【基本分単
価（令和８公定価格・見直し）】

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ ２／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（３）保育の質の確
保・向上、安全性
の確保

〇保育人材の育成や保育の質の確保・向上のための地域における体制の整備を進め
るとともに、虐待や不適切な保育、事故等の防止・対応や災害への対応力を強化し、
保育の質の確保・向上と安全性の確保を図る。

【保育の質の確保・向上】
・保育の質の確保・向上のための地域における体制整備の促進

・巡回支援の推進

・保育所保育指針等に基づく保育の質の確保・向上に向けた各保育所等の取組の
推進

・保育士等の養成や研修の充実

・第三者評価等による質の評価・改善の推進

・効率的・効果的な指導監査の推進 等

・地域全体で保育の質の確保・向上を推進する６都道府県等をモデル地域として指
定【地域における保育の質の向上の体制整備調査研究（令和７年予算・令和８当初
予算案・拡充）】

・自園や他園の園内研修・公開保育などの企画・実施を行うことができるミドル
リーダーの育成、学び合いを中心とした共同的な取組の推進【ミドルリーダーの活
躍による保育の質向上推進事業（令和８当初予算案・新規）】

・保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による巡回支援を補助対
象に追加【保育士や保育事業者等への巡回支援事業 （令和７当初予算・拡充）】

・３要領・指針の改定に向けて中央教育審議会教育課程部会幼児教育WGと連携しな
がら、保育専門委員会において検討

・保育士養成課程等の見直しに向けて、中央教育審議会教員養成部会幼児教育作業
部会と連携しながら、保育士養成課程等検討会において検討

・都道府県等から３年程度モデル地域を継続的に指定し、国内の質評価スケール等
を活用した第三者評価の実施、当該評価を活用した保育実践の見直し・改善、保育
士等や評価者の育成等について、モデル開発を行う事業を実施【保育所等における
第三者評価改善モデル事業（令和８当初予算案・新規）】

・保育所等における監査の標準化について調査研究を実施し、標準的な監査調書を
策定（令和７年度中）

・監査業務について保育施設等と自治体との間でオンライン手続を行うための機能
を有する保育業務施設管理プラットフォームを令和８年度から全国展開

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ ３／12】

3



主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（３）保育の質の確
保・向上、安全性
の確保

【安全性の確保】
・虐待や不適切な保育の防止・対応の強化（法整備、調査研究や事案分析を通じ
たガイドラインの充実等）

・性暴力防止の対策推進（こども性暴力防止法施行に向けた対応の推進、研修の
充実等）

・事故等の防止・対応の強化（安全計画の作成・運用の徹底、研修や啓発の充実、
テクノロジーの活用推進等）

・保育所等における防災機能・対策の強化 等

・児童福祉法等の改正により、保育所等の職員による虐待の通報義務等の仕組みを
創設【令和７児福法一部改正法（令和７.10施行）】

・法改正や令和６調査研究を踏まえたガイドラインの充実（令和７.８改訂）
・都道府県等における虐待防止に係る専門人材の活用や、実務者会議の設置・開催、
自治体職員の虐待対応の強化を図るための研修の実施などを支援【保育所等虐待防
止対策支援事業（令和８当初予算案・新規）】

・こども性暴力防止法施行準備検討会等において関係者の意見を伺いながら、下位
法令を制定するとともにガイドラインを公表（令和８.１策定）、施行に向けた周
知を実施

・性被害防止対策のための設備・備品の購入等を行う事業の対象に居宅訪問型保育
（認可・認可外）を追加【保育環境改善等事業（令和７補正予算・拡充）】

・教育・保育施設等における骨折事故防止対策に関する調査研究を実施【令和７調
査研究】

・安全計画を未策定の事業所に対する減算措置を創設【安全計画を策定していない
場合の減算（令和８公定価格・新規）】

・主幹教諭や主任保育士等の経験を有する保育士が地域で災害時等にこどもの支援
にあたることができるように、主幹教諭等専任加算や主任保育士専任加算等におい
て評価【主幹教諭等専任加算・主任保育士専任加算等（令和７公定価格・見直
し）】

・施設機能強化推進費加算について、事業実施や乳幼児の利用等の複数要件を撤廃
し、居宅訪問型保育事業を対象に追加するとともに、単価設定について施設の規模
を踏まえ、施設型と地域型で区分し単価調整実施【施設機能強化推進費加算（令和
８公定価格・見直し）】

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ ４／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（１）こども誰でも
通園制度の推進

〇「こども誰でも通園制度」について、令和７年度に制度化（地域子ども・子育て
支援事業として各自治体の判断で実施）、令和８年度に給付化（全自治体で実施）
し、円滑な運用や利用の促進により、就労要件を問わず全てのこどもの育ちと子育
て家庭を支援する。
・令和８年度の給付化に向けた制度の構築、自治体支援等

・実施のための計画的な施設整備やICT機器の活用等を支援

・新たな研修内容・研修ツールを構築・作成し、人材育成を推進

・障害児・医療的ケア児、要支援児童への対応

・制度の意義・概要や自治体、事業者、保育者等が事業を実施する上で留意すべ
き事項等を定めた手引きや実施の好事例集を作成・普及

・制度の利用や実施の利便性・効率性の向上を図るため、予約管理、データ管理、
請求書発行の機能を備えたシステムを構築・運用 等

〇令和７年度は地域子ども・子育て支援事業として、252自治体で実施予定（令和
  ７年12月２日時点）。令和８年度の給付化に向けて、有識者による検討会を開催
  し、検討・制度準備を促進。

・令和８年度から以下の内容で全国で実施
・利用可能時間：こども一人当たり「月10時間」
・公定価格 ：単価「０歳児 1,700円 / 1・2歳児 1,400円」

＋加算（初回対応加算（仮称）、保育者支援面談加算（仮称）等
 を新設）
・こども誰でも通園制度の空き定員を活用し、こども誰でも通園制度と一時預かり
事業を一体的に実施することを可能に（令和８.４施行予定）【府令改正（令和７
年度中）】

・保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し
【令和８公定価格・見直し】

・全国での本格実施に向けて、都道府県単位での行政説明の実施、自治体の準備業
務のチェックリスト化、業務フローや参考様式の発出等、自治体を伴走的支援

・こども家庭庁HPに関係情報を掲載した専用ページを設けるとともに、SNS等で関
係者や国民に向けて情報発信。こども誰でも通園制度の周知のための動画を制作し、
こども家庭庁HPに掲載の上、SNSへ投稿（令和７年度中）

・こども誰でも通園制度に係る施設整備やICT導入に補助【就学前教育・保育施設整
備交付金、保育所等におけるICT化推進等事業（令和７補正予算・継続）】

・従事する全ての職員が本制度の意義や目的を理解できるよう、①「保育士資格を
有しない者」を対象とする新たな子育て支援員研修コースと②「施設長・管理者、
保育士」を対象とする研修資材を開発（令和７年度中）。自治体の研修実施等を支
援【子ども・子育て支援体制整備総合推進事業（令和８当初予算案・拡充）】

・障害児や医療的ケア児、要支援家庭のこどもを受け入れる場合の加算を拡充【障
害児加算、医療的ケア児加算、要支援家庭のこども加算（令和８当初予算案・新
規）】

・令和７年３月に策定した「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」について、
本格実施に向けて内容を改訂予定（令和７年度中）

・「こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業事例集」を公表（令和
７.７）。本格実施に向けて改訂予定（令和７年度中）

・こども誰でも通園制度総合支援システム（通称）について運用保守を行うととも
に、コールセンターを設置【こども誰でも通園制度総合支援システムに係る運用保
守業務（令和７当初予算・新規）】

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ ５／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（２）多様な
ニーズに対
応した保育
の充実

〇障害児・医療的ケア児等の保育所等での受入強化や病児保育等
の充実を図り、こどもや子育て家庭の多様なニーズに対応した
保育の提供体制を確保する。
・専門職の活用や児童発達支援センター等との連携等により保
育所等における専門的支援やインクルージョンを推進

・併行通園の場合の障害児支援（児童発達支援事業所等）との
連携を進め、包括的な暮らし・育ちの支援を推進

・医療的ケア児の受入れや保育の充実

・異なる文化的背景を持つこどもへの支援

・病児保育、延長保育、一時預かり等の支援等の充実 等

・令和６年度調査研究（保育・障害児支援）を踏まえ、インクルージョンの推進に係る
・保育所等における専門職の配置に係る特例を創設（令和８.４施行予定）【府省令改正（令和７年度中）】
・療育支援加算において、専門職を配置等し専門的支援や関係機関との連携等の取組を進めることを評価
【療育支援加算（令和８公定価格・見直し）】

・園外活動費への支援を行う等、医療的ケア児支援の予算事業を充実【医療的ケア児保育支援事業（令和７
当初予算・拡充）】

・公定価格において、療育支援加算の見直しの中で、医療的ケア児を受け入れる場合の看護師の配置等につ
いて対応【療育支援加算（令和８公定価格・見直し）】
※令和９年度に向けて、予算事業の見直しとあわせて公定価格における更なる対応を検討

・通訳等を担う保育支援者の配置や翻訳機器の購入にかかる経費を一部支援【保育体制強化事業（令和８当
初予算案・継続）、保育所等におけるICT化推進等事業（令和８当初予算案・継続）】

・異なる文化的背景を持つこどもについて、実態調査を実施【令和７調査研究】

・病児保育事業について、種類の異なる感染症に罹患した児童を複数預かる場合において行う、保育士等の
加配を評価する感染症対応加算を創設【病児保育事業（令和７当初予算・拡充）】

・広域連携を行いICTを導入する施設について、病児保育事業の基本分単価（改善分）の適用要件の対象に
追加【病児保育事業（令和８当初予算案・拡充）】

・都道府県主導で広域連携に取り組むため、都道府県のICT化のためのシステム整備の取組を新たに補助対
象に追加【保育所等におけるICT化推進等事業（令和７補正予算・拡充）】

・延長保育事業について、保育所等の職員配置基準の改善等を踏まえ、配置基準改善加算を創設【延長保育
事業（令和７当初予算・拡充）】

・障害児の受入推進のため、障害児を受け入れた場合の障害児保育加算を創設【延長保育事業（令和８当初
予算案・拡充）】

・保育利用時間や早朝・夜間・休日等の保育ニーズについて、実態調査を実施【令和７調査研究】

・企業主導型保育事業について、以下の取組を実施
・人事院勧告を踏まえた処遇改善、職員配置の充実（3歳児及び4・5歳児）、延長保育・病児保育加算・
医療的ケア児保育支援加算の改正【企業主導型保育事業（令和７当初予算・継続）】

・人口減少を見据えた今後の方向性に係る検討状況の周知（令和７.12）

・安全で質の高いベビーシッターの利用促進【安全で質の高いベビーシッター利用促進事業、ベビーシッ
ターの利用促進に向けた地域ニーズ分析のための調査研究事業（令和７補正予算・新規）】

・認可外保育施設等に通うこどもの保育料について、保護者の負担を軽減するための施設等利用給付の上限
額を、物価・賃金動向等を踏まえて引上げ予定（令和８.10）【子育てのための施設等利用給付交付金（令
和８当初予算案・拡充）】

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ ６／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（３）家族支援の充
実、地域のこど
も・子育て支援の
取組の推進

〇関係施策や関係機関と緊密に連携しながら、保育所等の利用児童の保護者等に対
する子育て支援や、地域のこどもや子育て家庭を支援する取組、「はじめの100か
月の育ちビジョン」に基づく施策等を進め、地域全体でこども・子育て家庭を応
援・支援していく環境を整備する。

【家族支援や地域のこども・子育て支援】
・利用児童の家族への養育支援や相談支援の推進

・地域のこどもや子育て家庭への支援の推進

・要支援児童への対応強化

・こどもの居場所づくりの推進 等

・令和７年度より妊産婦への伴走型相談支援を妊婦等包括相談支援事業として制度
  化して実施（出産後の面談やその後の相談の際には、保育所等・こども誰でも通園
制度に関する情報や入所手続について案内を実施）

・各市町村（こども家庭センター等）に対し、保育所等の関係機関と連携して支援
に取り組んでいる自治体の事例等を集約した「こども家庭センターの業務に関する
実践ポイント集」（令和７年３月）を研修等の様々な機会に周知

・公定価格において、療育支援加算の見直しの中で、障害のあるこどもの家族への
助言・相談支援を実施する場合の専門職の配置等について対応【療育支援加算（令
和８公定価格・見直し）】

・こども誰でも通園制度において、保護者支援を評価する保護者支援対応加算（仮
称）を創設【保護者支援対応加算（仮称）（令和８当初予算案・新規）】

・現場の保健師等に制度が知られていないという現状を踏まえ、こども誰でも通
  園制度の周知に加え、関連する各施策の紹介及び様々な組み合わせでの実施につい
  て事務連絡にて周知予定（令和７年度中）
・地域の身近な相談機関として保育所等を活用して地域子育て相談機関の設置を各
自治体にて推進。有効回答があった自治体の設置数のうち保育所・認定こども園へ
の設置割合は23.4％（令和６年度調査研究報告書）

・保育所等における要支援家庭のこどもについて、実態調査を実施【令和７調査研
究】

・家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入
  所している保育所等における保育士の加配を支援【家庭支援推進保育事業（令和８
当初予算案・継続）】

・要支援児童、要保護児童及びその保護者の対応や関係機関との連携を強化等を図
  るため、保育士等の専門性を活かした保護者への相談支援業務を行う地域連携推進
  員の保育所等への配置を推進【保育所等における要支援児童等対応推進事業（令和
  ８当初予算案・継続）】
・こども誰でも通園制度において、要支援家庭のこども加算を拡充（400→600円）
 【要支援家庭のこども加算（令和８当初予算案・拡充）】

・こどもの居場所づくりについて、こどもや子育て当事者の視点に立った多様な居
場所づくりが行われるよう、「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」を実施【
令和７補正予算・新規】（助成自治体数 令和６年度：15、令和７年度：34）

・小学校就学前から学童期・思春期・青年期に至るまで、こどもが切れ目なく居場
所を持ち続けることが出来るよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支
援体制の構築等に必要な「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配置等に対
する支援を実施【こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業（令和８
当初予算案・継続）】

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ ７／12】

7



主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（３）家族支援の充
実、地域のこど
も・子育て支援の
取組の推進

【「はじめの100か月の育ちビジョン」に基づく施策の推進】
・「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえた広報・普及啓発、地域コー
ディネーター養成

・「はじめの100か月」の育ちに関する調査研究の推進 等

・「はじめの100か月の育ちビジョン」を乳幼児と日頃関わりの少ないこども・若
者、企業関係者に周知するためのポスター・研修ガイドブック等を作成予定（令和
８.４頃）【「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体
的な取組推進事業（令和６補正予算・継続）】

・乳幼児と関わる機会が少ないターゲット層に向けた「はじめの100か月の育ちビ
ジョン」の効果的な広報戦略を策定する予定【「幼児期までのこどもの育ちに係る
基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進事業（令和７補正予算・継続）】

・全国10（※）のモデル団体で、乳幼児やその保護者等と地域住民を繋ぎ、こども
を支える環境や社会の厚みを増すための活動を行う地域コーディネーターを養成
【「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推
進事業（令和７補正予算・継続）】※令和７補正予算で12団体へ拡充

・「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえ、基礎自治体やこどもに関わる専
門職が実施できる具体的な取組事例に関する調査研究を実施【「幼児期までのこど
もの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進事業（令和６補正予
算・継続）】

・諸外国における「はじめの100か月」に関する政府方針や支援策に関する調査研
究を実施予定【「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具
体的な取組推進事業（令和７補正予算・継続）】

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ ８／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（１）保育士・幼稚園
教諭等の処遇改善

〇民間給与動向等を踏まえた処遇改善に取り組むとともに、各保育所・幼稚園等に
おけるモデル賃金や人件費比率等の見える化を進め、保育士・幼稚園教諭等の処遇
改善を進める。
・民間給与動向等を踏まえた処遇改善

・処遇改善等加算の一本化と活用促進

・各保育所等の経営情報の継続的な見える化の推進 等

・保育士等の公定価格上の人件費について5.3％の改善【子どものための教育・保育
給付交付金（令和７補正予算・拡充）】

・処遇改善等加算ⅠⅡⅢについて事務手続の簡素化等の観点から一本化【処遇改善
等加算（令和７公定価格・見直し）】

・経営情報の継続的な見える化を施行（令和７.４～）
・施設事業者は毎年事業年度３か月以内に経営情報等を都道府県に報告する必要が
あるところ、「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算を創設【経営情報等
の報告を行っていない場合の減算（令和８公定価格・新規）】

（２）保育人材の確保
のための総合的な
対策

①働きやすい職場環境づくり
〇保育現場の体制やサポートを充実するとともに、テクノロジーも活用しながら業
務改善を進め、人材の参入や就労継続、保育の質の確保・向上につながる、働きや
すい職場環境を確保する。
・保育補助者や保育支援者等の配置による体制の充実

・巡回支援や交流促進等による保育士や事業者へのサポートの充実

・休憩の適切な確保や自己研鑽の時間の確保の推進

・テクノロジーの活用による業務改善の推進（後掲） 等

・保育補助者の経験年数に応じた単価の設定【保育補助者雇上強化事業（令和７当
初予算・見直し）】

・保育補助者や保育支援者の実態調査を実施（令和７年度中）

・保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による巡回支援を補助対
象に追加【保育士や保育事業者等への巡回支援事業 （令和７当初予算・拡充）】
（再掲）

※「保育士・保育所支援センターの機能強化」を参照

※３（４）「保育DXの推進による業務改善」を参照

※３（４）「保育DXの推進による業務改善」を参照

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ ９／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（２）保育人材の確保
のための総合的な
対策

②新規資格取得と就労の促進
〇保育士資格の新規取得や就業継続の支援の充実を図り、人材の参入や就労の継続
を進める。
・指定保育士養成施設への修学支援と保育所への就職促進

・保育所等で働きながら資格取得を目指す者への支援

・地域限定保育士制度の一般制度化の検討

・保育士養成課程の充実

・保育士の登録に係るオンライン手続き化 等

③離職者の再就職・職場復帰の促進
〇離職者の再就職や職場復帰の支援の充実を図り、潜在保育士が再び保育現場で活
躍できる環境整備を進める。
・保育士・保育所支援センターの機能強化

・再就職や職場復帰の支援（就職準備金の貸付支援、未就学児をもつ保育士の保
育料の貸付等）

・潜在保育士の段階的な職場復帰支援

・求人・求職の適切な環境の整備 等

・指定保育士養成施設が、就職促進やキャリア教育等支援のために行う取組に要し
た費用の一部を支援【保育士養成施設に対する就職等促進支援事業（令和７当初予
算・見直し）】

・保育所等で勤務する保育従事者が通信制等の養成校を卒業することにより、資格
を取得した場合、受講料等の一部を補助等【保育士資格等取得支援事業（令和８当
初予算案・継続）】

・地域限定保育士制度を一般制度化【令和７児福法一部改正法（令和７.10施行）】

・保育士養成課程等の見直しに向けて、中央教育審議会教員養成部会幼児教育作業
部会と連携しながら、保育士養成課程等検討会において検討（再掲）

・大学・短期大学等における保育士養成に関する実態調査を実施【令和７調査研
究】

・保育士登録事務について、令和９年度から、国家資格等情報連携・活用システム
への参画を予定しているため、日本保育協会が管理している保育士登録者管理シス
テムと国家資格等情報連携・活用システムの連携に係る改修について実施予定（令
和８年度中）【保育所等におけるICT化推進等事業（令和８当初予算案・継続）】

・保育士・保育所支援センターを法定化し、保育士に対する職業紹介等の支援に加
え、保育に関する広報や保育所への就労環境整備に関する助言等についても業務と
して位置付けた上で、それに伴い以下のとおり機能強化【令和７児福法一部改正法
（令和７.10施行）】
・地域の実情に応じた支援目標や確実な根拠に基づくKPI（重要業績評価指標）の
設定等によるPDCAサイクルの構築

・センターでの取組の充実に応じたメリハリのある財政的な支援
・ハローワークの他、保育士養成施設や自治体、保育団体等との連携強化
・センターでの取組について、具体的な実施方法や好事例を盛り込んだガイドラ
インを作成予定（令和７年度中）

・潜在保育士が再就業する場合の就職準備金の貸付けや、未就学児を有する潜在保
育士が支払うべき未就学児の保育料の一部貸付けにより再就職を促進【保育士修学
資金貸付等事業（令和７補正予算・継続）】

※「保育士・保育所支援センターの機能強化」を参照

・年齢別配置基準を満たさない場合の減算の適用タイミングの見直し（令和８公定
価格・見直し）

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ 10／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（３）保育の現場・職
業の魅力発信

〇保育の現場や保育士等の仕事の魅力の発信を進め、若者や保護者をはじめ国民の
理解を深め、保育人材の確保を図る。
・魅力発信プラットフォーム（ハローミライの保育士）の整備・発信

・多様な関係者による検討・発信（保育人材確保懇談会の開催等）

・自治体や保育現場等の地域の実情に応じた魅力発信の取組の支援 等

・魅力発信プラットフォーム（ハローミライの保育士）において、保育の現場や保
育士等の仕事の魅力を発信するための動画を14本公開（令和７.４）

・保育士・保育所支援センター全国連絡会を開催（令和７.10）
・保育人材確保懇談会を開催（令和７.10）
・学生等の若者と意見交換を行う座談会を開催（令和８.２）

・保育雑誌編集者懇談会を開催（令和７.12）

（４）保育DXの推進
による業務改善

〇各種手続の標準化・簡素化を図るとともに、テクノロジーの活用による業務改善
を進め、効率化できた時間で保育の質の向上に取り組むことができる環境を整備す
る。
・保育現場における保育ICT（計画/記録、保護者連絡、登降園管理、ｷｬｯｼｭﾚｽ決
済）や、こどもの安全対策に資する設備等の導入推進

・給付・監査等の保育業務ワンスオンリーの実現（保育業務施設管理プラット
フォームの構築と活用推進）

・保活ワンストップの実現（保活情報連携基盤の構築と活用推進/就労証明書のデ
ジタル化）

〇人手不足が取り分け深刻と考えられる業種として、令和７年６月に「省力化投資
  促進プラン」を策定し、生産性向上の目標を設定するとともに、多面的な促進策
の充実、サポート体制の整備及び周知広報を実施

・保育ICTの導入効果等について調査を実施し、調査結果をとりまとめ予定（令和７
年度中）

・保育所等におけるICT化推進等事業について、原則１施設１回限り補助可能として
いるところ、保育業務施設管理プラットフォームを導入する施設においては、登降
園管理機能のシステム導入に限り、過去に活用したことのある場合でも再度補助を
可能とする【保育所等におけるICT化推進等事業（令和７補正予算・拡充）】

・こどもの安全対策に資する設備（午睡センサー・AI見守りカメラ）等の導入を推
進するための補助事業について、対象施設を追加した上で継続実施【安全対策事業
（令和７補正予算・拡充）】

・保育現場における保育ICTの活用を推進するため、「保育ICT推進加算」（仮称）
を創設し、施設・事業所内にICT活用を推進する責任者を置いた上で、業務で幅広
くICTを活用している施設を対象に、ICT活用に係る費用を加算【保育ICT推進加算
（仮称）（令和８公定価格・新規）】

・保育業務施設管理プラットフォームの設計・開発事業者を決定し、システムを構
  築中（令和８年４月より全国展開予定）。更に機能改善のための改修を行うことに
  より、給付・監査業務の手続における自治体及び保育施設等の負担の軽減を図る
【保育業務施設管理プラットフォーム改修事業（令和７補正予算・拡充）】

・保活情報連携基盤の設計・開発事業者を決定し、システムを構築中（令和８年４
月より全国展開予定）。更に機能改善のための改修を行うことにより、保育施設へ
の入所手続の円滑化並びに当該手続における保護者及び保育施設等の負担の軽減を
図る【保活情報連携基盤改修事業（令和７補正予算・拡充）】

・保育業務施設管理プラットフォームと自治体の基幹業務システム(子ども・子育て
支援システム)との連携のための改修を支援【子ども・子育て支援システム改修支
援事業（令和７補正予算・新規）】

・子ども・子育て支援システムの標準仕様書（第2.0版）を公開（令和８.１）

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ 11／12】
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主な施策 具体的な取組
取組状況

（令和７年度）

（４）保育DXの推進
による業務改善

・保育現場におけるテクノロジ―活用を促進するための環境整備（①先端的な保
育ICTのショーケース化、②ICTに関する相談窓口・人材育成、③ネットワーク
形成・普及啓発、をパッケージとして行う「保育ICTラボ事業」の実施）

・こども誰でも通園制度の利用に係るシステムの構築・運用（再掲） 等

・令和７年度の保育ICTラボ事業により、保育施設向けのICT導入に関するショー
ケース化（令和７年12月末時点で24施設）、伴走支援（令和７年12月末時点で86
施設）、園見学会（令和７年12月末時点で18施設）、施設間等のネットワークを
構築するための連絡会議（計３回）を実施。また、２月には、先進事例の全国普及
啓発及び自治体等のネットワークを形成するためのシンポジウムを実施

・令和８年度は保育業務施設管理プラットフォーム及び保活情報連携基盤と連携
して導入効果の最大化を図る取組等を優先して採択するなど、他事業との連携や成
果の横展開を強化【保育ICTラボ事業（令和７補正予算・見直し）】

・こども誰でも通園制度総合支援システム（通称）について運用保守を行うととも
に、コールセンターを設置。更に機能改善のための改修を実施中【こども誰でも通
園制度総合支援システムに係る運用保守業務（令和７当初予算・新規）、こども誰
でも通園制度総合支援システムに係る機能改修業務（令和６補正予算・新規）】
（再掲）

保育政策の新たな方向性
【令和７年度フォローアップ 12／12】
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（万人）

○待機児童問題を早期に解消する
【待機児童数50名以上の自治体数：０自治体（令和８年度）】

※令和７年度実績 ５自治体

1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保：待機児童対策

現状・課題等

【各自治体における現状・課題の分析に基づく計画的な取組への支援】
○地域が抱える課題や保育の将来像を踏まえた、保育提供体制の確保のため
の「実施計画」（今後の保育ニーズの動向を踏まえた整備等の計画）を国
へ提出する自治体に対して必要な財政支援を行う

（財政支援例）※財政支援を受けるには計画の採択が必要

・整備費・改修費の国庫補助率の嵩上げ
・年度途中入所の調整に必要な職員の配置の支援（入園予約制）
・入所先が決まるまで待機児童を緊急的に預かる取組の支援 等

〇地域分析の手法の研究を進めるとともに、自治体におけるモデル構築を
支援【R7】

【国による個別ヒアリング・対策に係る助言援助】
○引き続き、４月１日時点の自治体ごとの待機児童の状況を調査するととも
に、地域の課題を丁寧に把握するため、待機児童の多い自治体等へのヒア
リングを実施し、対策について助言援助
（参考）令和７年度ヒアリング実施：17自治体

【待機児童対策協議会を活用した支援】
○協議会において受け皿整備や保育人材の確保等に関するKPIを設定し、見
える化をすることでより強力に待機児童対策に取り組む自治体に対して、
引き続き広域利用調整などの協議会の取組や先駆的取組等を支援

令和７年度以降の対応等

○ 「新子育て安心プラン」（令和３年度～令和６年度末）等による保
育の受け皿整備等の待機児童対策を進め、待機児童数はピークで
あった平成29年の26,081人から令和６年は2,567人まで減少（各
４月１日時点）※令和７年は2,254人

○待機児童は都市部を中心に生じているが、保育の受け皿不足や保
育人材の確保困難、保護者とのマッチングなど待機児童が生じる
要因は様々であり、地域の事情に応じたきめ細やかな対策が必要
であることから、より待機児童を減少させるためには自治体及び
国において地域の現状や課題を丁寧に分析し対応していくことが
重要

取組の方向性
地域の課題に適時に対応し、待機児童が発生しない体制を確保

※東京圏、大阪圏に所在する過疎市町村は過疎地域に計上

対応のポイント
☐ 地域の課題に応じたきめ細やかな待機児童対策
☐ 現状・課題の分析に基づく計画的な取組の支援

○待機児童数・保育の受け皿数等の推移

○待機児童の６割以上が都市部で発生

※出典：保育所等関連状況とりまとめ（こども家庭庁）

○待機児童数別の自治体数の内訳

1

【令和８年3月版】 ※赤字表記部分が、本版における修正・追記箇所です。
※グラフについては更新可能なものに限り、最新のものに更新しております。

0人 1～49人 50～99人 100人以上

1,530 206 4 1

87.9% 11.8% 0.2% 0.1%

対前年 6 ▲ 5 0 ▲ 1

1,524 211 4 2

Ｒ７年度

Ｒ６年度



○人口減少に対する自治体の計画的な取組を国が支援する体制の構築
【計画的に多機能化等に取り組む自治体数：100自治体（令和８年度）】

※令和７年度実績 104自治体

1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保：人口減少対策

現状・課題等

【各自治体における現状・課題の分析に基づく計画的な取組への支援】
○地域が抱える課題や保育の将来像を踏まえた、保育提供体制の確保のための
「実施計画」（今後の保育ニーズの動向を踏まえた整備等の計画）を国へ提
出する自治体に対して必要な財政支援を行う

（財政支援内容） ※財政支援を受けるには計画の採択が必要

・過疎地域における多機能化や統廃合にかかる整備・改修費用の国庫補助率の
嵩上げ

〇地域分析の手法の研究を進めるとともに、自治体におけるモデル構築を支援
【R7】

【人口減少に対応した公定価格】
○定員と実員の乖離を縮小するための定員区分の見直しなどに取り組む
（定員区分の見直し【R7～】、特別地域保育体制確保対応加算（仮称）【R8
～】）

【地域の実情に応じた多機能化等の取組の推進】 
○過疎地域にある保育所等における多機能的な取組について支援するとともに、
多機能化に向けた効果や課題を検証するモデル事業を実施【R6補正～】

○先行事例を踏まえた、各地域の現状や課題に応じた取組の推進

【小規模保育の充実】
○国家戦略特別区域法に基づく特例措置を全国展開し、全国において、
３～５歳児のみを対象とする小規模保育事業の実施を可能とする

【法律改正・R8.4～・できるだけ早期に】 

【必要な場合に合併・事業譲渡等が進められる環境の整備】
○「規制改革実施計画」（令和６年６月21日閣議決定）に基づき、保育所が
合併・事業譲渡等を行う際の手続き等に係るガイドラインを作成【R7】

令和７年度以降の対応等

○受け皿整備等により待機児童が減少する一方で、過疎地域などの
待機児童が少ない地域では定員充足率（利用定員数に対する利用
児童数の割合）が低下している状況

○定員充足率が下がることで、安定的な運営が困難になる施設や、
統廃合等が必要となる施設が生じる可能性がある

○人口減少地域において質の高い保育の提供を前提に保育機能の確
保・強化を進めていくため、市町村が中心となり地域の保育所等
と連携し、将来を見据えた保育提供体制の計画的な整備や、保育
所等の多機能化、法人間の連携等を進めることが必要

○また、持続的な保育提供のため、必要な場合に、地域において法
人の合併や事業譲渡等が円滑に進められるようにしていくことも
重要

対応のポイント
☐ 現状・課題の分析に基づく計画的な取組の支援
☐ 多機能化や合併・事業譲渡等の環境整備

○過疎地域においては定員充足率の低下は顕著

○就学前人口の推移（全国計）

取組の方向性
地域分析や支援の強化により、地域における統廃合や規模の縮小、

多機能化等の計画的な取組を促進し、人口減少地域等における持
続可能な保育機能の確保を進める

○保育の申込者数（保育ニーズ）の推移
（全国計）

2,842 2,828 
2,813 

2,805 
2,797 

2,765

2,700

2,800

R2 R3 R4 R5 R6 R7

（千人）

（千人）

2
※定員充足率、保育ニーズ：保育所等関連状況とりまとめ（こども家庭庁）

就学前人口（実績）：人口推計（総務省統計局）
就学前人口（推計値）：将来人口推計（国立社会保障・人口問題研究所）



1.(2) 保育提供体制の強化（職員配置基準の改善等）

現状・課題等

【４・５歳児、３歳児の職員配置の改善の促進】
○加算の取得等により改善を促進するとともに、改善の状況を確認
しながら、「従前の基準により運営することも妨げない」としてい
る経過措置の取扱いを検討
（３歳児については令和９年度末までとする見直しを実施【R7】）

【１歳児の職員配置の改善】
○保育人材の確保等も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に改
善を進めることとしており、職場環境を改善している事業所におい
て１歳児の配置を５：１に改善した場合の加算（１歳児配置改善加
算）を創設【R7～】

【保育の質の確保・向上のための人員配置等の在り方の研究】
○職員配置基準に関する科学的検証の手法を検討するとともに、テ
クノロジーや幅広い人材の活用を含め、保育所等の在るべき体制に
ついてエビデンスの収集を進める【R6～】

令和７年度以降の対応等

○待機児童対策の推進により保育の量の拡大が進む中で、質の確保・向
上が求められている。保育の現場でのこどもをめぐる事故や不適切な対
応事案なども発生。保育の質の確保・向上や安全安心な環境の確保のた
めに、保育提供体制の強化を進める必要

○令和６年度には、「こども未来戦略」（加速化プラン）に基づき、制
度創設以来76年ぶりに、４・５歳児の職員配置基準について、30対1か
ら25対1への改善を図ったところ（３歳児の職員配置基準もあわせて20
対１から15対１へ改善）。４・５歳児、３歳児の職員配置の改善を進め
るとともに、１歳児の職員配置基準の改善についても早期に進めること
が求められる

○保育所等の職場環境の改善のため、保育現場へのICTの導入や保育士の
サポートとしての保育補助者等の配置を推進しているところ、テクノロ
ジーの活用や保育士以外の人材の活躍も含めて保育所等の体制を考えて
いくことが重要

○なお、職員配置基準については、真に必要な配置基準はどうあるべき
か、科学的検証が必要との指摘があり、検証の手法やエビデンスに関す
る知見の収集など、研究を進める必要

対応のポイント
☐ 加速化プランに基づいた配置改善の着実な実施
☐ エビデンスに基づいた配置基準の改善の検討

○保育士等の配置改善により保育の質の確保・向上、保育士等の業務負担

の軽減を実現する
【４歳以上児配置改善加算等の取得施設の割合の増加（令和８年度）】

※令和７年度実績 93.9％

年齢 従前の基準 新たな基準

４・５歳児 ３０：１ ２５：１

こども未来戦略（令和５年12月22日閣議決定）（抜粋）

○ 2024年度から、制度発足以来75年間一度も改善されてこなかった4・

5歳児について、30対1から25対1への改善を図り、それに対応する加算
措置を設ける。また、これと併せて最低基準の改正を行う（経過措置として
当分の間は従前の基準により運営することも妨げない。）

○ 2025年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関連する施策と

の関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に6対1から5対1への改
善を進める。

取組の方向性
保育の安全性と質を確保・向上させるため、職員配置基準の改善

や、テクノロジーや幅広い人材の活用等、保育提供体制の強化を
進める
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1.(3) 保育の質の確保・向上、安全性の確保：保育の質の確保・向上

現状・課題等

【保育の質の確保・向上のための地域における体制整備の促進】

○地域の実情を踏まえつつ、保育指導職の配置や、大学や指定保育士養成施設 等

との連携により、自治体が中核となり地域全体で保育の質の確保・向上を推進す

る体制整備を進める

【巡回支援の推進】

○地域における体制整備の促進や評価の推進と連携した効果的な巡回支援によ

  る保育所等の支援を推進する

【保育所保育指針等に基づく保育の質の確保・向上に向けた各保育所等の取組の推

進】

○各地域の保育指導職等のための「保育実践充実推進のためのセミナー」の開催や

各種調査研究等を通して、保育所保育指針等に基づく多様な取組や成果の共有、

現場同士の学び合う開かれた取組を促進し、保育の質の確保・向上を推進する

○幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の見

直しに向けて、文部科学省と緊密に連携しながら一体的に検討【R7～】

【保育士等の養成や研修の充実】

○課題やニーズを踏まえた養成・研修内容の充実を図るとともに、保育士等が研修

を受けられる環境整備を進める

【第三者評価等による質の評価・改善の推進】

○公定価格の加算措置により実施を支援するとともに、第三者評価の内容の改善と

評価者の育成などを通じ第三者評価を推進する

【効率的・効果的な指導監査の推進】

○監査項目の標準化を行うとともに、保育業務施設管理プラットフォーム（令和８

年稼働予定）を活用し、全国各地域での効率的・効果的な監査を推進

令和７年度以降の対応等

○保育所等における保育の質の確保・向上を図るためには、
各保育所等内の取組とともに、地域全体で持続的に取り組
むことができる体制整備が求められる

○しかし、自治体において保育の質の確保・向上を中核的
に担うべき、いわゆる保育指導職が十分に配置されておら
ず、また、保育の質の確保・向上に当たり大学や指定保育
士養成施設と連携している市区町村は１割程度という状況
がある

対応のポイント
☐ 地域の保育の質の確保・向上に向けた体制整備
☐ 研修内容の充実と機会の確保
☐ 巡回支援や第三者評価等の推進

○各都道府県で保育の質の確保・向上に係る中核的な機能を構築する
【都道府県：80%（令和８年度）】※令和６年度実績 76％

<都道府県＞

N=47

<市区町村＞

N=1741

○保育所等では、自己評価が義務付けられているとともに、
より多様な視点を取り入れる方法の一つとして、第三者評
価の実施が努力義務となっているが、第三者評価について
は、必ずしも保育そのものの改善に十分踏み込めていない
といった指摘がある

○自己評価等に関する助言を行うために都道府県・市町村
において保育所等への巡回支援の取組を進めているところ、
各地域における課題を踏まえた一層の効果的な実施を促進
することが必要

取組の方向性
保育人材の育成や保育の質の確保・向上のための地域における体制の整備

を進め、保育の質の確保・向上を図る

※出典：こども家庭庁調べ

■各自治体における保育指導職の配置状況（令和６年４月現在）
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1.(3) 保育の質の確保・向上、安全性の確保：安全性の確保

現状・課題等

【虐待や不適切な保育の防止・対応の強化、性暴力防止の対策推進】

○児童福祉法等の改正により、保育所等の職員による虐待の通報義務等の仕組
みを創設。適切な運用と事案の分析等を通じた対策強化を進める【法律改
正・R7.10～・できるだけ早期に】

○保育所等における不適切な保育に関する調査研究を踏まえ、虐待や不適切な
保育の判断基準等について検討し、ガイドラインの見直しを行う【R7】

○こども性暴力防止法の施行（施行期限：R8.12）に向けた対応を推進すると
ともに、性被害を起こさない研修の充実等の取組を進める

【事故等の防止・対応の強化】
○安全計画の作成・運用の徹底を図る（安全計画を策定していない場合の減算
【R8～】）
○事故報告集計、事故情報データベース、事後的検証等の分析結果を踏まえて、
教育・保育現場の実状に即した対策を講じる

○教育・保育施設等における食事中の誤嚥事故防止対策に関する調査研究を踏
まえて作成する食材の調理方法や食事の提供要領等を示した啓発資料等の周
知に取り組む【R7】

○テクノロジーを活用した安全確保を推進する

【保育所等における防災機能・対策の強化】
○保育所等において避難計画の作成や避難訓練の実施を徹底するとともに、災
害備蓄品の確保等を進める

○発災後、保育機能の確保や地域支援が進められるよう、体制や取組の強化を
進める

令和７年度以降の対応等

○昨今の不適切事案を踏まえ、令和５年５月に「保育所等
における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイド
ライン」を発出するとともに、虐待等の未然防止に向けた
保育現場の負担軽減と巡回支援の強化に取り組んできた

○一方で、保育所等の職員による虐待については、児童養
護施設や障害児者施設、高齢者施設の職員による虐待と異
なり、法令上の通報義務等がない状況。また、ガイドライ
ンにおいて示している「不適切な保育」について、その判
断基準等が不明確であるとの指摘がある

○こどもへの性暴力防止の対策を推進するため、こども性
暴力防止法が成立（R6.6）

○事故対策については、保育所等に安全計画の作成と対応
を義務付ける（R5～）とともに、「教育・保育施設等に
おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ
ン」（平成28年３月発出）を浸透させるため、アンケー
ト調査や啓発資料を作成し、SNSによる周知等に取り組ん
できた

○一方で、教育・保育施設等における重大事故は、増加傾
向にあり、特に誤嚥による死亡事故は、令和元年以降、８
件発生しており、対策を強化していく必要がある

○地震や豪雨などの災害が発生する中で、こどもの命を守
るための対策の強化を進めるとともに、発災後の保育機能
の確保や地域支援を進めていくことが求められている

対応のポイント
☐ 虐待や不適切な保育の防止及び対応の強化
☐ 事故対策の強化
☐ 災害への対応力の強化

○保育所等において、虐待・保育事故等が発生しない環境が整備されるように
する

【虐待に係る相談窓口の設置割合（自治体）：100%（令和８年度）】

取組の方向性
虐待や不適切な保育、事故等の防止・対応や災害への対応力を強

化し、保育の安全性の確保を図る

0

1

2

3

4

R1 R2 R3 R4 R5 R6

事実確認件数※２ 虐待件数※３

914件 90件

※1 出典：「保育所等における虐待等の不適切な保育への
対応等に関する実態調査」（調査対象期間：令和４年
４月～12月）

※2 市町村が「不適切な保育」（子ども一人一人の人格を
尊重しない関わりなど５つの類型に該当する行為）の
事実を確認した件数。

※3 事実を確認した件数のうち、市町村が「虐待」と確認
した件数。

■虐待等の不適切な保育の発生件数※1 ■誤嚥による死亡事故件数

※出典：重大事故検証報告一覧ほか
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○全てのこどもたちがこども誰でも通園制度を通じて健やかに成長できる
環境を作る

【こども誰でも通園制度の実施割合（自治体）：100％（令和８年度）】
※令和７年度実績 252自治体で実施予定（R7.12.2時点）

２.(1) こども誰でも通園制度の推進

現状・課題等

○令和８年度から、こども誰でも通園制度は全国で本格実施
・利用可能時間：こども一人当たり「月10時間」を上限
・単価 ：年齢に応じた単価を設定＋事業所の取組等に応じた加算
・職員配置基準：一時預かり事業に準拠（1/2保育士）

○令和８年度の給付化に向けた制度の構築（公定価格の設定等）、自治体
支援や普及啓発等を進める

○実施のための計画的な施設整備やICT機器の活用等を支援【R6補正～】

○こども誰でも通園制度のための新たな研修内容や研修ツールを構築・作
成し、こども誰でも通園制度の特性等を踏まえた人材育成を推進

○障害児・医療的ケア児も通園できる環境整備、要支援児童の対応充実

○初回面談や保護者支援の取組を支援し、家族支援を充実

○制度の意義・概要や自治体、事業者、保育者等が事業を実施する上で留
意すべき事項等を定めた手引や実施の好事例集を作成・普及【R7～】

○制度の利用や実施の利便性・効率性の向上を図るため、予約管理、デー
タ管理、請求書発行の機能を備えたシステムを構築・運用【R7～】

令和７年度以降の対応等

○０～２歳児の約６割はいわゆる未就園児である中で、「保育の必
要性のある家庭」への対応のみならず、全てのこどもの育ちの保
障や子育て家庭への支援の強化が課題に

○子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律【R6.6成立】で、
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備す
るとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフ
スタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間
までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に
利用できる「こども誰でも通園制度」を創設【R7.4 制度化 R8.4 本

格実施】

○令和７年度の施行に向けて、令和６年度は試行的事業を実施
（118自治体）
・利用可能時間  ：こども一人当たり「月10時間」を上限
・単価（補助基準）：こども一人１時間あたり850円
・職員配置基準  ：一時預かり事業に準拠（1/2保育士）

○令和７年度の制度化、令和８年度の本格実施（給付化）に向けて、
制度詳細の検討、施設整備、研修の充実、システム整備等を着実
に進めていく必要がある

対応のポイント
☐ こども誰でも通園制度を着実に施行
☐ 令和８年度から全ての自治体で実施され利用が
進むよう制度の構築と体制の整備を推進

☐ 実施の状況を踏まえた制度・運用の改善

取組の方向性
令和７年度に制度化、令和８年度に給付化し、円滑な運用や利

用の促進により、就労要件を問わず全てのこどもの育ちと子育て
家庭を支援

6「ロゴマーク」



○医療的ケア児の受入れについて、看護師の配置や設備の整備等の
受入体制の確保・充実を支援

○児童発達支援等の障害児支援を利用するこどもは増加しており、保育所等
と障害児支援の併行通園も進んでいる。巡回支援や保育所等訪問支援の活
用等、障害児支援による保育所等への支援を推進

60 64 68 73 78 79 86 93 105

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

障害児の受入れ状況

２.(２) 多様なニーズに対応した保育の充実①（障害児・医療的ケア児等）

現状・課題等

【障害児・医療的ケア児の保育所等での受入強化】
○理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理職等の専門職の活用
や人材育成、障害児支援（児童発達支援センター等）との連携等を進
め、保育所等における専門的支援やインクルージョンを推進

○保育所等と障害児支援（児童発達支援事業所等）を併行通園する場
合の情報共有や連携を進め、包括的な暮らし・育ちの支援を推進

○巡回支援を行う看護師配置等により、保育所等における医療的ケ
ア児の受入れや保育の充実を推進

（療育支援加算の見直し、専門職の保育士みなし特例【R8～】)
○専門職の配置・派遣により、障害特性等を踏まえた保育の実践や
人材育成、併行通園先等、地域の関係機関と連携した包括的な育
ちの支援を推進【R8～】
【異なる文化的背景を持つこどもへの支援】
○異なる文化的背景を持つこどもについて、実態を踏まえながら保
育所等への支援を進める

※こども誰でも通園制度においても、障害児・医療的ケア児等、
多様なニーズに対応できる環境整備を進める

令和７年度以降の対応等

○障害のあるこどもや医療的ケア児、異なる文化的背景を持つこどもなど、
多様な支援ニーズを有するこどもの健やかな育ちを支えることが求められ
ている

○保育所等における障害のあるこどもや医療的ケア児の受入れは増加。多様
なニーズを抱えたこどもについて、インクルージョンの観点から保育所等
の受入れを推進するとともに、ニーズに応じた専門的な支援の確保・充実
が必要

○専門的支援を確保しながら、保育所等を利用できる環境が整備さ
れるようにする

【障害児支援を行う専門職の配置・巡回支援を受ける保育所等
数の増加（令和８年度）】

対応のポイント
☐ 障害児・医療的ケア児等の保育所等での受入強化

（インクルージョンの推進）
☐ 多様なニーズに応じた専門的な支援の充実
☐ 障害児支援との連携・協働

【障害児・医療的ケア児等の保育所等での受入れ】
○保育所等における障害児等の受入れについては、交付税措置による加配
や療育支援加算等により受入体制の充実を図ってきた。また、保育所等
が児童発達支援事業所等と併設する場合において、設備・人員の共用・
兼務を可能とする【R5～】など、インクルーシブ保育を推進

保育所等における障害児・医療的ケア児数は年々増加

【異なる文化的背景を持つこどもへの支援】

○外国人子育て家庭のこどもを多く受け入れる場合の専門人材の加配や、翻
訳機等の購入を支援

（千人）

303323366444
533645

768
982

1253

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

医療的ケア児の受入れ状況（人）

保育所等 児童発達支援

設備・人員の共用・兼務が可能に（R５～）

併設

取組の方向性
関係機関とも連携し、専門的支援も確保しながら保育所等におけ

る多様な支援ニーズを有するこどもの受入れを推進
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H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5

病児 病後児 体調不良児 訪問

4,342
か所

H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5

H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5

一般型 余裕活用型

２.(２) 多様なニーズに対応した保育の充実②（病児保育・延長保育・一時預かり等）

現状・課題等

【病児保育事業】
○安定的な運営の確保を図るとともに、広域連携やICTの活用等
を推進し、各地域におけるニーズに対応した体制整備を進める

【延長保育事業】
○保育所等の職員配置基準の改善等も踏まえた体制の充実を進め
る（配置基準改善加算【R7～】、障害児保育加算【R8～】）

【一時預かり事業】
○こども誰でも通園制度との役割分担と連携を図りながら、各地
域での事業の実施を推進する

【企業主導型保育事業】
〇近年の社会的ニーズや足元の物価高の影響等を踏まえた企業主
導型保育事業の充実

【認可外の居宅訪問型保育事業（いわゆるベビーシッター）】
○安全で質の高いベビーシッターの利用を促進する

令和７年度以降の対応等

対応のポイント
☐ 多様なニーズに対応した保育の提供体制を確保

○保育所等において、多様なニーズに対応した支援の充実を図る
【病児保育事業の延べ利用児童数の増加（令和８年度）】

【一時預かり事業】 一時預かり事業

延長保育事業

病児保育事業

○日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、
一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護
者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必
要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かる

【一時預かり実施か所数：10,908か所／延べ利用児
童数：3,855,873人（令和５年度）】

○保育認定を受けた児童について、通常の利用日
や利用時間帯以外の日・時間において、保育所
等で引き続き保育を実施

○補助要件の引下げや補助基準額の引上げを実施
【R6～】

【延長保育実施か所数：29,755か所／実利用児童
数： 948,778人（令和５年度）】

※夜間保育所における22時以降の延長保育も含む。

○こどもが病気の際に自宅での保育が困難な場合
に、病院・保育所等において、病気の児童を一時
的に保育

○こども未来戦略（加速化プラン）に基づき基本
単価を大幅に引き上げるとともに、キャンセル対
応加算を本格実施【R6～】

【病児保育施設数：4,342か所／延べ利用児童数：
1,348,088人（令和５年度）】

○働き方やライフスタイルが多様化する中において、子育て家庭における様々な保
育ニーズに合わせたこどもの育ちの支援が求められており、病児保育、
延長保育、一時預かりなど、多様な保育ニーズに対応した保育の提供体制の
確保・充実を図る必要がある

9,180
か所

10,908
か所

23,257
か所

29,755
か所

2,229
か所

【延長保育事業】

【病児保育事業】

取組の方向性
働き方改革や加速化プランにおける「共働き・共育ての推進」の

取組等も踏まえながら、多様なニーズに対応した各地域における
保育の提供体制を確保

【参考】共働き・共育ての推進
（こども未来戦略（令和５年12月22日閣議決定）の事項）

〇育児期を通じた柔軟な働き方の推進
・子が３歳以降小学校就学前までの柔軟な働き方を実現
・時短勤務時の新たな給付 等
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【認可外の居宅訪問型保育事業（いわゆるベビーシッター）】
○認可外の居宅における保育について、プラットフォームの構築等を通じて、

保護者が指導監督基準に適合する事業者を選択できるよう支援【R7～】【指
導監督基準基準適合率： 56.8％（令和５年度）】

【企業主導型保育事業】
○企業が主導する事業所内保育を推進するもので、待機児童の解消を目指し、

仕事と子育ての両立を支援する【助成決定： 4,361施設、103,763人（定
員）（令和６年度）】



2.(3) 家族支援の充実、地域のこども・子育て支援の取組の推進①

現状・課題等

【家族への養育支援や相談支援の推進】
○利用児童の家族への養育支援や相談支援を推進する

【地域のこどもや子育て家庭への支援の推進】
○保育所等における地域子育て相談機関（妊産婦、子育て世帯、こども

が気軽に相談できる身近な相談機関：R6～）やこども誰でも通園制度
の実施を促進するとともに、地域の実情に応じて、妊娠期やこども・
子育てを支える様々な事業・取組を実施していくことを推進する

【要支援児童への対応強化】
○保育所等における要支援児童の受入れや支援の体制強化を図るととも

に、利用児童の家庭での養育の課題に気づいた場合の対応など、こど
も家庭センター等と緊密に連携しながら対応していく体制づくりを進
める
※こども誰でも通園制度においても、関係機関と連携した要支援児童

      への対応を進める

【こどもの居場所づくりの推進】
○こどもの居場所に関する様々なニーズを踏まえ、こどもや子育て世帯

の視点に立った居場所づくりを推進

令和７年度以降の対応等

○核家族化が進み、地域のつながりが希薄となる中で、孤
立感や不安感を抱く妊娠・子育て家庭も少なくない。妊娠
届出時より妊婦や特に０歳から２歳児の低年齢期の子育て
家庭に寄り添い、全ての妊娠・子育て家庭が安心して出
産・子育てができるよう支援を進めることが求められてい
る

○これまでも、利用者支援事業や乳児家庭全戸訪問事業、
産後ケア事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事
業等、様々な事業により、各自治体における妊産婦・子育
て家庭に対する支援を推進

○こども未来戦略（加速化プラン）に基づき、令和７年度か
らは、全ての子育て家庭に支援を届けられるよう「こども
誰でも通園制度」が制度化

○また、「こどもの居場所づくりに関する指針」（令和５年

12月22日閣議決定）に基づき、小学校就学前のこどもから
若者までを対象とした、地域における多様な居場所づくり
を推進

○児童虐待相談対応件数は令和４年度21.5万件と過去最多。
こども家庭センター（R6）を中核に、関係機関・地域資源
と一体となった早期支援体制の構築を進めている

○こうした中で、各自治体において、地域の実情に応じた
支援体制の整備が進められているが、実施事業や地域資源
など、取組に差が生じている状況がある

    一方、児童虐待が大きな課題となり、また、地域子育て
相談機関やこども誰でも通園制度が創設されるなど、保育
所等における家族支援や地域のこども・子育て支援への期
待は高まっており、地域の中で機能を発揮していくことが
求められる

対応のポイント
☐利用児童の家族を支援
☐地域のこども・子育て家庭を支援
☐関係施策・関係機関との緊密な連携

○すべてのこども・子育て家庭に必要な支援が届けられる社会の実現
○すべてのこどもが多様な居場所を持てる社会の実現
【利用者支援事業（基本型）のうち、保育所等における実施か所数の増加】

※令和６年度実績 182か所（前年比 93.6%増）

取組の方向性
関係施策や関係機関と緊密に連携しながら、保育所等において、利用

児童の保護者等に対する子育て支援や、地域のこどもや子育て家庭を支
援する取組等を進める
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2.(3) 家族支援の充実、地域のこども・子育て支援の取組の推進②
（「はじめの100か月の育ちビジョン」に基づく施策の推進）

現状・課題等

【「はじめの100か月の育ちビジョン」の関連施策の推進】
○全てのこどもの「はじめの100か月」の育ちを支えるため、ビ
ジョンの趣旨を反映した関連施策を総合的に推進する

【「はじめの100か月の育ちビジョン」を踏まえた広報・人材養
成・調査研究】
○ビジョンを踏まえ、社会全体の幅広い層の行動変容を図るため
の広報戦略を策定するとともに、「はじめの100か月」の子育て
家庭と様々な地域住民が関わる機会を創出する地域コーディネー
ターの養成、諸外国における「はじめの100か月」のこどもの育
ちを支えるための政府方針・施策等に関する調査研究を実施する
【R7補正】

令和７年度以降の対応等

○０～２歳児の約６割は就園しておらず様々な人や環境に触れる機会が
家庭状況に左右されているほか、児童虐待で亡くなるこどもの約半数は
０～２歳児であるなど、全てのこどもの育ちをひとしく切れ目なく保障
することが十分にできていない

○また、保護者から「子育てをしている親と知り合いたかった」「子育
てをつらいと感じることがあった」といった声があるなど、孤立した育
児の実態がある

○そのため、「はじめの100か月」の育ちを保障するためのビジョン、
「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」（令和５年12月
22日閣議決定）を示し、社会全体でこどもや子育て世帯を支える気運醸
成を行うとともに、関連施策の強力な推進が必要

対応のポイント
☐ 「はじめの100か月の育ちビジョン」に

基づく施策の推進
☐ 全てのこどもの「はじめの100か月」の

育ちを社会全体で支援・応援
⃝ 「自国はこどもを生み育てやすいと思うか」との問いに対し、日本では約６割が

「そう思わない」と回答

内閣府「令和２年度少子化社会に関する国際意識調査」（令和３年３月）

内閣官房「全世代型社会保障構築会議（第７回）」資料（令和４年９月28日）

⃝ 地域子育て支援拠点の利用者に聞いた、拠点を利用する前の子育ての状況

取組の方向性
「はじめの100か月の育ちビジョン」の関連施策を継続的に推進し、
多様な分野で「はじめの100か月」の育ちを支える関係人口を増
やし、全国的なネットワークの形成を図るとともに、その取組を
促進
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○全てのこどもの「はじめの100か月」の育ちを社会全体で支援・
応援する気運を醸成する【「はじめの100か月の育ちビジョン」
を非常に大切だと思う人の割合：70％（令和８年度）】
※令和６年度実績 17.8％



〇処遇改善を通じた他職種と遜色ない処遇を実現する

【保育士等の平均給与の増加（令和８年度）】

３.(1) 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善

現状・課題等

【保育士等の処遇改善】
○こども未来戦略に基づき、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇
改善の取組を進める。あわせて、処遇改善の効果が現場の保育士
等に行き届くよう経営情報の見える化等の取組を進める
（令和７年度５．３％の改善【R7補正～】）

【処遇改善等加算の一本化と活用促進】
○処遇改善等加算を事務手続の簡素化等の観点から見直し、現行の
３つの加算を一本化した上で、基礎分、賃金改善分（ベースアッ
プ等）、質の向上分（リーダー層の改善）の３区分に整理。併せ
て配分ルールの簡素化や実績報告の一元化等を実施し、活用を促
進【R7～】

【経営情報の継続的な見える化】 ※ここdeサーチにより対応
○保育所等が毎事業年度の経営情報（収支計算書、職員給与の状況
等）を都道府県に報告。都道府県は、モデル給与や人件費比率等
を個別施設・事業者単位で公表するとともに、経営情報の集計・
分析と結果公表に努める【R7～】
（経営情報等の報告を行っていない場合の減算【R8～】）

令和７年度以降の対応等

○保育士等の処遇改善については、これまで人事院勧告を踏まえた改善
や累次の加算措置を講じてきており、令和６年度は、公定価格の保育士
等の人件費について過去最大の１０．７％の改善を補正予算に計上

○引き続き、こども未来戦略（加速化プラン）を踏まえた更なる処遇改
善や費用の使途の見える化の取組が求められている 対応のポイント

☐ 民間給与動向等を踏まえた処遇改善
☐ 経営情報の継続的な見える化の推進

〇保育士の平均賃金は全産業平均を下回る

〇H25年度以降累計で39％の改善改善を実施

取組の方向性
民間給与動向等を踏まえた処遇改善に取り組むとともに、各保育

所等のモデル賃金や人件費比率等の見える化に取り組み、保育士
等の処遇の改善を進める
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３.(２) 保育人材の確保のための総合的な対策

【働きやすい職場環境づくり】
〇保育現場へのICTの導入や保育士のサポートとしての保育補助者等の配
置を推進し、保育士がこどもと向き合う時間を確保

〇巡回支援や交流促進等による保育士や事業者へのサポートを充実
〇休憩の適切な確保や自己研鑽の時間の確保の推進

【新規資格取得と就労の促進】
〇指定保育士養成施設への修学支援や保育所への就職促進の取組への支
援を進める【R6補正、R7～】

〇保育所等で働きながら資格取得を目指す者への支援
〇地域限定保育士制度の一般制度化【法律改正・R7.10～】
〇課題やニーズを踏まえた養成・研修内容の充実を図る
〇保育士の登録に係るオンライン手続き化に取り組む

【離職者の再就職・職場復帰の促進】
〇保育士・保育所支援センターの法制化を行い、保育士確保のための拠
点として位置づけ、関係機関が連携協力して保育士の確保のための支援
を行う体制整備を促進【法律改正・R7.10～】

〇再就職や職場復帰の支援（就職準備金の貸付支援、未就学児をもつ保
育士の保育料の貸付等）

〇潜在保育士の段階的な職場復帰支援
〇職業安定行政と連携して、求人・求職の適切な環境の整備を進める

【新規資格取得支援】
○若年人口が減少していく中で、保育士養成課程を置く大学、短大、専門
学校への入学者数が減少傾向にある。学生の保育職への就職率の維持・
向上も課題

対応のポイント
☐ テクノロジー活用、現場の体制やサポートの充実
☐ 養成校等の取組の強化
☐ 保育士・保育所支援センターの機能強化

【離職者の再就職や職場復帰の支援】
○保育士の登録者数と就労者数に差がある中で、潜在保育士の再就職支援
を進める必要

〇待機児童は大幅に減少してきているが、保育士の有効求人倍率は2.42倍
（令和６年４月）と全職種平均（1.18倍）と比べても高い水準となって
いる中で、配置基準の改善や「こども誰でも通園制度」の制度化に伴い、
今後も保育士の確保は必要となる

※令和７年10月実績：保育士の有効求人倍率3.10倍（全職種平均1.20倍）

【職場環境の整備】
○保育士を退職した理由として、仕事量が多いことや労働時間が長いこと
が要因として挙げられている。また、非効率な事務作業や紙での業務に
よってこどもと向き合う時間が取れないといった意見がある

現状・課題等 令和７年度以降の対応等

【保育人材の増加傾向の維持（令和８年度）】※令和６年度実績 67.5万人

【保育人材の勤続年数の上昇傾向の維持（令和８年度）】※令和６年度実績 8.0年

【保育士・保育所支援センターへの登録者数の増加（令和８年度）】
※令和６年度実績 18,802人

○総合的な保育士確保対策を推進し、保育の提供体制を確保する

取組の方向性
働きやすい職場環境づくり、新規資格取得と就労の促進、離職者

の再就職・職場復帰の促進、保育の現場・職業の魅力発信の取組
を総合的に推進
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○保育士・保育の現場に対するイメージを改善し、保育士を目指す学生を
増やす

【保育士を魅力的だと感じるこども・若者等の割合の増加（令和８年度）】
※令和７年度実績 45.2％

３.(３) 保育の現場・職業の魅力発信

現状・課題等

【魅力発信プラットフォーム（ハローミライの保育士）の整備・発信】
○こども家庭庁のHPに「ハローミライの保育士」を開設

主に中高生や資格所有者を対象として、保育所等の実践事例集や実践動画など
を掲載し、保育の魅力を発信するとともに、中高生の保護者や進路指導担当者、
地域の方など社会全体の保育士という職業への理解促進に取り組む

【多様な関係者による検討・発信（保育人材確保懇談会等）】
○保育人材確保懇談会

保育の魅力情報発信等の取組について意見交換と情報共有を行い、関係者間の
連携・強化を図る

○保育雑誌編集者懇談会
雑誌編集者との意見交換の場を設けることで保育雑誌を媒介とした保育現場へ
の広報の強化を図る

○保育士・保育所支援センター全国連絡会
好事例の共有・意見交換の場を提供することにより、保育士・保育所支援セン
ターの気運醸成や更なる取組強化を図る 等

【自治体や保育現場等の地域の実情に応じた魅力発信の取組の支援】
○「保育士・保育の現場の魅力発信事業」による自治体の取組の支援
○調査研究による効果的な取組事例の共有等

令和７年度以降の対応等

○SNS上では、保育に関する誤った情報や保育士・保育の現場へのネガ
ティブなイメージが生じ得る内容の情報も存在

○正確な情報を発信することにより、保育士が進路選択にあたっての選
択肢の一つとなること、現在保育士として従事する者が就業を継続する
こと、一度現場から離れた者の復帰、を後押しすることが必要 対応のポイント

☐ 保育の現場や保育士の仕事の魅力の発信
☐ 保育の魅力・イメージ向上
☐ 関係者の連携協働、訴求対象を踏まえた取組

「ハローミライの保育士」トップページ

「保育人材確保懇談会」

「ポスター」

取組の方向性
保育の現場や保育士等の仕事の魅力の発信を進め、若者や保護者

をはじめとする国民の理解を深め、保育人材の確保を図る
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３.(４) 保育DXの推進による業務改善

現状・課題等

【保育所等におけるICT環境整備】
○保育現場における保育ICT（保育に関する計画・記録や保護者との連絡、こどもの登降

園管理等の業務、実費徴収等のキャッシュレス決済）や、こどもの安全対策に資する
設備（午睡センサー・AI見守りカメラ）等の導入を推進する
（保育ICT推進加算（仮称）【R8～】）

【給付・監査等の保育業務ワンスオンリーの実現】
○保育施設等と自治体の間でオンライン手続を行うための機能を有する全国的な基

盤（保育業務施設管理プラットフォーム）を整備し、他システム（子ども・子育
て支援システム、ここdeサーチ、保育ICTシステム）との連携を図りつつ、全国
展開を進める【R8稼働】

【保活ワンストップの実現】
○保活に関する一連の手続（手続／施設情報検索、見学予約、就労証明書発行等）

のワンストップを実現するために、保護者・保育施設等・勤務先企業・自治体の
間で必要な情報を受け渡しするための全国的な基盤（保活情報連携基盤）を整備
し、他システムとの連携を図りつつ、全国展開を進める【R8稼働】

【保育現場におけるテクノロジー活用を促進するための環境整備】
○ICT環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに、横展開

を行うため、①先端的な保育ICTのショーケース化、②ICTに関する相談窓口・
人材育成、③ネットワーク形成・普及啓発をパッケージとして行う「保育ICTラ
ボ事業」を実施する【R6補正～】

令和７年度以降の対応等

○保育現場におけるICT導入は限定的で、手書きやアナログの業務が存続し
ているため、給付・監査等で多くの書類作成が必要、自治体により異なる
書類の様式等による事務負担が課題。また、自治体でも、多くの書類管理
やシステムへの入力作業、煩雑な審査による担当者の事務負担が課題

「デジタル⽥園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ TYPES 制度概要」より抜粋

対応のポイント
☐ 全国的な基盤整備による現場の負担軽減
☐ 保育ICTのロールモデルとなる事例創出、横展開

○保護者にとっては、必要な情報収集に手間と時間が掛かる、施設見学は
開園時間中に電話で予約、申請書への手書きでの記入など、保活の手続に
係る負担が大きいという課題が存在

【保育士/保育教諭１人当たりの月間平均業務量（業務分類別）】

事務系業務 平均計63時間（業務時間全体の33％）

✓ 東京都内の保育事業者を対象とした調査（R2 調査）において、保育士や
保育教諭が事務系業務に割いている業務時間は平均63h/月であり、業務
時間全体の33％を占めている。

役所相談

情報収集

施設見学
予約

入所申請

保護者

✓ 入所相談のために妊娠中や子連れの状態で役所を訪問
しなければならなかったこと（341人/696人）

✓ 手続や保育施設に関する情報について、「情報が一元化
されておらず情報収集が大変」、「訪問や電話をしないと
情報を得られない」といった意見

✓ 保育施設見学予約の手段がアナログな手段（電話や訪
問のみ）しかなかったこと（423人/696人）

✓ 入所申請書類を手書きで作成する必要があること、入所
申請書類が多かったこと（403人/696人）

保活に関し、大変だったこと・苦労したこと

一般社団法人 こどもDX推進協会 「保活に関する保護者アンケート結果」 より抜粋

フェーズ１

フェーズ２

フェーズ２

フェーズ１⇒２への移行を支える取組

○負担のない保活の実現【利用者の保活に関する満足度70%以上、参加施設
における施設見学予約のオンライン申請率：60%以上（令和８年度）】

○保育業務ワンスオンリーによる業務効率化の実現【従来と比較した保育業
務施設管理プラットフォームの満足度：70%以上（令和８年度）】

○全ての保育所等におけるICT環境の整備【保育所等におけるICT導入率：
100%（令和７年度）】 ※令和６年度実績 99.0%

取組の方向性
各種手続の標準化・簡素化を図るとともに、テクノロジーの活用による

業務改善を進め、効率化できた時間で保育の質の確保・向上に取り組む
ことができる環境を整備する
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○４機能*の導入による生産性の向上【４機能いずれも導入している割合：
20％以上（令和８年度）】
*①保育に関する計画・記録、②保護者との連絡、③こどもの登降園管理等の業務、④実費

徴収等のキャッシュレス決済
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